
 

 
2016年 4月に障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法が施行されます。この法律では、

全ての企業での雇用現場において、事業主が雇用する障害者へ合理的配慮の提供を行うこと

が義務化されることになります。また、2018 年には精神障害者の雇用義務化が予定されて

おり、企業の中で障害のある方が働く動きがますます進んでいくことが見込まれます。 

そこで今回、障害のある方の支援に関わるスタッフや企業などで障害者雇用に携わってい

る方々を対象に、この度の改正に対して理解を深めるための講演会を企画しました。どのよ

うな点に注意して障害者雇用と向き合えばいいのか、実際の支援の場で参考となるような内

容となっております。ご参加、お待ちしております。 

 

 

 

＊参加を希望される方は裏面に必要

事項を記入し、Fax または郵送で

お申し込みください。 

講 演 会 

「改正障害者雇用促進法への対応」  

～雇用差別の禁止と合理的配慮～ 

日 時 : 2016 年 2 月 26 日(金) 10:00～12:00 

場 所 : ホテルアイボリー 3 階 オーキッドホール 

定 員 : 50 名(先着順) 

参加費 : 無料 

とよなか障害者就業･生活支援センター 

〒561-0872 豊中市寺内 1-1-10 

ローズコミュニティ･緑地 1F  

TEL 06-4866-7100 / FAX 06-4866-7755 

E-mail shien-c@yacht.ocn.ne.jp 

【講師 Profile】 
 

一般財団法人フィールド･サポート em.(えん) 

代表理事  栗原
く り は ら

 久
ひさし

 氏 
 

･ 大阪大学人間科学部卒 

･ 日本福祉大学大学院修士課程社会福

祉学研究科（通信）修了 

･ 前職は一般財団法人 箕面市障害者事

業団 常務理事 兼 事務局長 

･ 昨年 7 月にフィールド･サポート em.

を設立し、福祉･就労関係の研修、講演、

コンサルティングをされている。 



 

 

 

講 演 会 参 加 申 込 書 
 

（ふりがな） 

氏 名 

 

所 属 

 

連絡先 (     )     － 

【 会 場 】 

ホテルアイボリー 
〒560-0021 大阪府豊中市本町 3-1-16 

(阪急豊中駅より徒歩 1分)  

 

 

 

 

 

 

ＦＡＸ 

とよなか障害者就業･生活支援センター 

06-4866-7755 

※ ご記入いただいた個人情報はこの講演

会のためのみに使用し、他の目的で使用す

ることはありません。 


